
しろね総合介護サービスは、白根大通病院を運営する医療法人社団白美会の在宅介護です。

安心して快適に生活できるよう、お手伝いさせていただきます。

営 業 日：月曜日～金曜日の平日

営業時間：午前９時～午後５時

休 業 日：土、日、祝、祭日、年末年始（１２月３１日～１月３日）

連 絡 先：しろね総合介護サービス　居宅介護支援事業所

　　  　　　　新潟市南区大通黄金４丁目１４番地２号（白根大通病院Ａ棟１階）

 　　　　ＴＥＬ：０２５－３６２－０２７７（直通）　
　　　　　　　ＦＡＸ：０２５－３６２－０２８８　

白根大通病院内 
にあります 

介護保険についてや、介護に関する悩みなど、 
いつでもお気軽にご相談ください 

             ＜介護保険の流れ＞ 
 

１．介護保険の申請 

  市町村に要介護認定の申請をします。 
  当事業所でも代行して申請することができます。 
  申請にかかる費用は無料です。 

２．訪問調査 
  どのくらいの介護を必要としているか、家庭や入院先を訪問し、ご本 

  人様・ご家族様より心身の状態などについて、日常生活動作を確認 
   し聴き取り調査を行います。（初回の調査はできません） 
３．要介護認定 

  認定結果（要支援１・２、要介護１～５、自立）が、市町村より通知さ 
  れます。 
  （自立と判定された方は、介護保険のご利用はできません。） 

４．契約 
  介護保険サービスを利用される場合は、当事業所と契約となります。 

５．ケアプランの作成 
  ご本人様・ご家族様の希望を伺いながら、ご本人様の心身の状態・ 
  生活・環境に応じたサービス内容をご提案し同意を得ます。 

６．サービス事業所との契約・サービス開始 
  利用するサービスが決まったら、各サービス提供事業者と契約して 

  いただき、サービス開始となります。 

 
 
 
 
 
介護支援専門員（ケアマ
ネジャー）が介護保険の
サービスを利用する方な
どからの相談に応じてご
利用者様の希望や心身の
状態等を考慮して、自立
支援に向けての適切な在
宅サービスが利用できる
ように、ケアプランの作
成及び、市町村・地域包
括支援センター・在宅
サービス事業所・介護保
険施設などとの連絡調整
を行います。 

また、介護保険制度や介

護全般に関するご相談に

応じます。 
 

  
  提供する介護 
 

サービスの内容 


